
監理団体は３カ月に一度実施者のもとで監査を行いその結果を外国人技能実習機

構へ提出することが技能実習法で義務付けられています。

特定技能外国人関連においても、3か月に一度、所属機関と特定技能外国人と面談を行

い、その結果を入国管理局へ提出することが出入国管理及び難民認定法で義務付けられ
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■監理団体からのお知らせ■

今月は定期監査月となり、実習実施者の皆様にはお忙しい中ご対応頂き、有難うござい

ます。

8月21日までに地方最低賃金審議会が開かれ、引き上げ額の答申がありました。

茨城県1005円 栃木県1004円 千葉県1076円 埼玉県1078円 東京都1163円

神奈川県1162円 福島県955円で答申され今後、労働局長の承認後１０月１日以降に

適用開始予定となります。最低賃金法違反にはご注意ください。

vol.４５発行 岡崎

厚生労働省より令和５年労働災害発生状況が

発表されています

今年度外国籍の方で労災での死傷者

は5,672人となりそのうち32名は

お亡くなりになっています。

死亡者32名のうち技能実習生は6名、

特定技能は3名です。

仕事に慣れてくると気持ちが緩み、

安全確認等を怠り労災に繋がってし

まうかもしれません。

実施者の皆様におかれましても、常

に安全対策の確認徹底のご協力をお

願いいたします。


